
漢⽅関連商品の開発における留意事項と相談窓⼝

①農薬の適正使用： ①安全な原材料の使⽤②抽出エキス等の安全管理③製造施設等の衛⽣管理④食品の規格基準等の遵守⑤関連法による許認可取得⑥表示等の関連法の遵守： ①関連法による許認可取得②表示等の関連法の遵守：
生産段階 製造段階 販売段階
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漢⽅関連商品の開発に際しては、関係法令等の遵守や安全性の確保等についてご留意ください。なお、関連法としては、農薬取締法、⾷品衛⽣法、医薬品医療機器法、⾷品表⽰法、健康増進法などがありますが、必要に応じて下記の相談窓口へ照会ください。

【法的な内容】農業水産振興課TEL:0742-27-7442【技術的な内容】最寄りの農林振興事務所北部農林振興事務所TEL:0743-51-0372中部農林振興事務所TEL:0744-48-3082東部農林振興事務所TEL:0745-82-3248南部農林振興事務所TEL:0747-24-0131

【食品等の場合】施設を管轄する保健所へご相談ください奈良市保健所TEL:0742-93-8395郡山保健所TEL:0743-51-0192中和保健所TEL:0744-48-30313032吉野保健所TEL:0747-64-8131内吉野保健所TEL:0747-22-3051産業振興総合センターTEL:0742-33-0817【医薬品等の場合】薬務課TEL:0742-27-8673薬事研究センターTEL:0745-62-2376

【食品等の場合】施設を管轄する保健所へご相談ください奈良市保健所TEL:0742-93-8395郡山保健所TEL:0743-51-0192中和保健所TEL:0744-48-30313032吉野保健所TEL:0747-64-8131内吉野保健所TEL:0747-22-3051【医薬品等の場合】薬務課TEL:0742-27-8673


